
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高騰に対
する特別加算

物価高騰対応お買い物等支援事業

①物価高騰の影響を受けている町民に対し、１人あたり10,000円の商品券を発行し、食料品を含む日常必要品の買い物に対しての支援を行う。
②商品券の発行及び事務費
③
商品券
35,400人×10,000円＝354,000千円
【事務費】
商品券事業運用諸経費、ﾃﾞｻﾞｲﾝ入封筒作成・住基データ作成委託料等38,509千円
④町内に住民登録のある者

R8.2 R8.3

2
⑤医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

介護サービス事業所等物価高騰対策支援事業

①物価高が続く中で介護サービス事業所等の負担を軽減し、安定した事業運営を維持できるよう支援する。
②介護サービス事業所等への補助金
③・訪問系事業所：一律50,000円
・通所系事業所：アとイの合計額
　　　　　ア　50,000円
　　　　　イ　令和6年10月～令和7年3月のいずれかの月における１日あたり平均利用者数に1,000円を乗じて得た額
・入所入居系：アとイの合計額
　　　　　ア　50,000円
　　　　　イ　令和6年10月～令和7年3月のいずれかの月における１日あたり平均利用者数に3,000円を乗じて得た額
・一般常用旅客自動車運送事業者(福祉運送営業限定)：一律50,000円
【介護サービス事業所】
　訪問系事業所【31事業所】：1,550,000円、通所系事業所【26事業所】：1,755,000円、入所入居系事業所【26事業所】：3,499,000円
【障害福祉サービス事業所】
訪問系事業所【9事業所】：450,000円、通所系事業所【13事業所】：805,000円、入所入居系事業所【9事業所】：585,000円
【一般常用旅客自動車運送事業者(福祉運送営業限定)】【11事業所】550,000円
④介護サービス事業所等

R7.4 R7.11

3
⑤医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

保育所等における物価高騰対策事業

①物価高が続く中で、私立の保育施設及び放課後児童クラブにおける運営経費増の影響を緩和し、安定的な運営を確保するとともに、保護者の負担軽減を図るもの。
②私立の保育施設及び放課後児童クラブへの補助金
③【基準単価】児童1人/月（燃料費は1台/月）
　　保育施設：給食費300円、光熱費200円、燃料費2,350円
　　放課後児童クラブ：給食費60円、光熱費40円、燃料費2,350円
    保育施設（7施設）4,065,600円+放課後児童クラブ（1施設）104,400円＝4,170,000円
④私立の保育施設及び放課後児童クラブ

R7.4 R8.3

4 ③消費下支え等を通じた
生活者支援

防犯対策緊急支援事業

①物価高が続く中で、町内や近隣地域において、生活を脅かす強盗事件などの犯罪が発生している現状を踏まえ、各世帯等が自衛手段として購入する防犯用品に対する
補助を実施し、安全・安心な地域の構築を図る。
②防犯カメラ・カメラ付きインターホン・センサーライト・防犯フィルム・補助錠購入者への補助金
③20,000円（上限）/世帯×374世帯＝7,480,000円
20,000円（上限）/行政区×26区＝520,000円
④町民及び行政区
なお、補助対象とする防犯カメラ等は、昨今の防犯意識の高まりを踏まえると防犯対策強化のため緊急に設置する必要があり、やむを得ない事業である。

R7.4 R7.7

5 ⑥農林水産業における物
価高騰対策支援

麦次期作支援事業

①物価高が続く中で、麦種子価格が高騰し、生産者の営農継続の安定性が危惧されているため、次期作に前向きに取り組む生産者を支援し、農業生産力の継続的維持を
図る。
②麦生産者への補助金（使途の特定あり）
③麦種子総重量43,602kg×補助単価100円≒4,361千円
　【補助単価：麦種子平均単価418円/kg×補助率1/4≒100円】
④ 麦生産者（ＪＡを通じて麦生産者へ補助）

R8.2 R8.3

6
⑥農林水産業における物
価高騰対策支援

飼料価格高騰緊急対策事業

①物価高が続く中で、飼料価格が高騰し、畜産農家の営農継続の安定性が危惧されているため、配合飼料購入費の補助を実施するとともに、高騰する配合飼料の使用低
減の取組として自家利用の飼料耕作者に対して奨励金を交付し、営農継続に向けた支援を行う。
②町内畜産農家への補助金
③【配合飼料購入費補助】
助成金（１トン当たり）　豚1,455円　　乳用牛1,371円　　肉用牛1,516円
「R3.4～R4.3の平均価格」から「R6.8、9の平均価格」を差し引いて金額を算出
補助単価1,470円×町内畜産業者の配合飼料推定購入量2,721ｔ≒4,000,000円
【奨励金】
予算額500,000円の範囲内で自家利用飼料（WCS,飼料用麦、牧草）奨励金を経営体の規模に応じて交付する。
④町内畜産農家

R7.6 R8.1

7
⑦中小企業等に対するエ
ネルギー価格高騰対策支
援

賃上げ促進支援金事業

①物価高が続く中で、好循環経済環境を目指した所得の向上を図るため、群馬県と協働して賃上げを行った企業に対して支援金を交付し、賃上げの促進を図る。
②事業者への補助金（ぐんま賃上げ促進支援金町上乗せ分）
③経済センサスに基づく県試算町内従業者数813人×10,000円＝8,130,000円
④賃上げを実施した中小企業者

R7.7 R8.1

8
③消費下支え等を通じた
生活者支援

緊急経済対策住宅等リフォーム支援事業

①物価高が続く中で、地域経済の好循環を目指し、町内事業所への受注機会の創出と消費拡大を促すため、住宅改築工事を行う者への支援として、合理的な範囲内で経
費の一部を補助金として交付する。
② 町内の住宅設備施工事業者への発注を条件とし、住宅及び店舗の改築等工事費用の上限10万円を補助
③ 補助金：600件×100千円＝60,000千円
④ 玉村町の住民基本台帳に登録され、または外国人登録原票に登録されている者

R7.4 R8.3

9
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育
て世帯支援

子育て世帯学校給食費支援事業

①長引く物価高により、給食材料費が当初見込んだ予算額を上回り、補正予算にて予算を増額している。当町の独自施策で実施している小中学生の給食費の無償化につ
いて、保護者へ増額分の負担を求めることなく無償化事業を継続させるため、補正予算にて増額した給食材料費の高騰分に交付金を活用する。
②給食材料費高騰分
③（決算見込額）147,412千円-（当初予算額）138,858千円＝（不足額）8,554千円
④町内の小中学校に通う児童生徒がいる子育て世帯(教職員分除く)

R7.4 R8.3

10 ③消費下支え等を通じた
生活者支援

防犯対策緊急支援事業 (第２次)

①物価高が続く中で、町内や近隣地域において、生活を脅かす強盗事件などの犯罪が発生している現状を踏まえ、各世帯等が自衛手段として購入する防犯用品に対する
補助を実施し、安全・安心な地域の構築を図る。
②防犯カメラ・カメラ付きインターホン・センサーライト・防犯フィルム・補助錠購入者への補助金
③20,000円×1,500世帯＝30,000千円
【補助対象経費×80％、上限20,000円/世帯】
④町民

R7.6 R8.3

11
⑧地域公共交通・物流や
地域観光業等に対する支
援

地域公共交通運行継続支援事業（国R6補正分）

①物価高騰における公共交通事業者の負担を軽減するため、運行継続支援金を交付することで事業継続を図り、もって町民の日常生活における移動手段の確保に資する
ことを目的とする。
②町内を運行する路線バス事業者及び町内に営業所または乗降場所を設けるタクシー事業者への補助金
③
【支援金基礎額】
200,000円×5社＝1,000,000円
【路線バス使用車両数加算】
200,000円×7台＝1,400,000円
【タクシー使用車両数加算（町内に営業所を置く事業者のみ）】
100,000円×7台＝　700,000円
④町内を運行する路線バス事業者　２社
　町内に営業所または乗降場所を設けるタクシー事業者　３社

R8.2 R8.3

12
⑧地域公共交通・物流や
地域観光業等に対する支
援

地域公共交通運行継続支援事業（国R7予備費
分）

①物価高騰における公共交通事業者の負担を軽減するため、運行継続支援金を交付することで事業継続を図り、もって町民の日常生活における移動手段の確保に資する
ことを目的とする。
②町内を運行する路線バス事業者及び町内に営業所または乗降場所を設けるタクシー事業者への補助金
③
【支援金基礎額】
200,000円×5社＝1,000,000円
【路線バス使用車両数加算】
200,000円×7台＝1,400,000円
【タクシー使用車両数加算（町内に営業所を置く事業者のみ）】
100,000円×7台＝　700,000円
④町内を運行する路線バス事業者　２社
　町内に営業所または乗降場所を設けるタクシー事業者　３社

R8.2 R8.3

13
⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

介護サービス事業所等物価高騰対策支援事業
(追加)

①物価高が続く中で介護サービス事業所等の負担を軽減し、安定した事業運営を維持できるよう支援する。
②介護サービス事業所等への補助金
③・訪問系事業所：一律50,000円
・通所系事業所：アとイの合計額
　　　　　ア　50,000円
　　　　　イ　令和7年10月～令和8年3月のいずれかの月における１日あたり平均利用者数に1,000円を乗じて得た額
・入所入居系：アとイの合計額
　　　　　ア　50,000円
　　　　　イ　令和7年10月～令和8年3月のいずれかの月における１日あたり平均利用者数に3,000円を乗じて得た額
・一般常用旅客自動車運送事業者(福祉運送営業限定)：一律50,000円
【介護サービス事業所】
　訪問系事業所【31事業所】：1,550,000円、通所系事業所【24事業所】：1,635,000円、入所入居系事業所【26事業所】：3,424,000円
【障害福祉サービス事業所】
訪問系事業所【9事業所】：450,000円、通所系事業所【15事業所】：930,000円、入所入居系事業所【9事業所】：585,000円
【一般常用旅客自動車運送事業者(福祉運送営業限定)】【4事業所】200,000円
④介護サービス事業所等

R8.3 R8.3

14
⑧農林水産業における物
価高騰対策支援

飼料価格高騰緊急対策事業 (追加)

①物価高が続く中で、飼料価格が高騰し、畜産農家の営農継続の安定性が危惧されているため、配合飼料購入費の補助を実施するとともに、高騰する配合飼料の使用低
減の取組として自家利用の飼料耕作者に対して奨励金を交付し、営農継続に向けた支援を行う。
②町内畜産農家への補助金
③【配合飼料購入費補助】
助成金（１トン当たり）　豚1,103円　　乳用牛877円　　肉用牛1,122円
「R3.4～R4.3の平均価格」から「R7.8,9の平均価格」を差し引いて金額を算出
補助単価1,071円×町内畜産業者の配合飼料推定購入量1,587ｔ≒1,700,000円
【奨励金】
予算額500,000円の範囲内で自家利用飼料（WCS,飼料用麦、牧草）奨励金を経営体の規模に応じて交付する。
④町内畜産農家

R8.3 R8.3
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